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小学校効率照明化リース事業 仕様書 
 
１ 目的 

篠栗町（以下「町」という。）では、地球温暖化対策実行計画において温室効果ガス排出量
削減目標 2030 年 46％減及び 2050 年１00％減を目標としている。本事業は、所有権移転フ
ァイナンスリース方式により、対象施設の高効率照明化を行い二酸化炭素の排出量を削減す
るものとする。また、対象施設が避難所をはじめとする防災拠点であるため、レジリエンス
の強化を図るものとする。 

 
２ リース方式 
   所有権移転ファイナンスリース（リース期間中のメンテナンスを含む） 
 
３ 事業期間（予定）  

調査/設備設置（設置検査を含む）：契約締結日の翌日〜令和９年３月３１日 
   リース期間：令和 9 年４月１日〜令和１9 年３月３１日 
 
４ 対象公共施設 
   篠栗小学校、篠栗小学校萩尾分校、勢門小学校、北勢門小学校 

※敷地内全ての電灯について高効率照明化等を実施する 
※篠栗小学校、勢門小学校、北勢門小学校の屋内運動場は対象外とする 
※別紙 実施概要（提案例、事業箇所等）参照 
※数量等については、別表２数量表のとおり 

 
５ 事業内容 

（１） 対象公共施設の調査及び次年度計画施設の調査 
受注者は、上記 4 対象公共施設の灯具等を調査し、改めて数量を確認すること。同時に

既存灯具に固執しないダウンサイジング等も検討すること。 
次年度の計画施設については決定次第、町から指定する。また、別に期限を決定し概算

の見積金額を提示すること。 
 

（２）事業計画書の提出 
受注者は、本事業の履行にあたり、下記の内容を記載した事業計画書を提出し、町の承

認を得るものとする。現場の状況等により変更が生じた場合は、町に報告し協議する。なお、
PDF 等のデータでの提出とする。 

① 事業実施方針 
② 工程表、施工図及び施工内容がわかる図面等 
③ 施工体制図 
④ 上記③体制図の現場責任者及び取得資格等 
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⑤ 緊急連絡体制 
⑥ リース物件設置工法等 
⑦ リース物件製品資料（カタログ等を含む） 

（３） リース物件の仕様等 
リース物件及び付属部品等は、新品であること。これらの物件及び部品は、原則国内メー

カーの製品とし町が認めるものとする。協議により使用する製品の機能性、安全性及び能力
等において町が認めるものであればこの限りではない。 
（４）リース物件の設置工事 

受注者は、受注者の責任のもと、電気工事業者に施工を行わせること。なお、人員体制や
工法等に関して、下記事項に従うものとし町と協議をすること。 

① 工事に当たっては、原則として公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事
編、機械設備工事編）及び公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事
編、機械設備工事編）に準拠して施工する。ただし、特別な事情が生じた場合は、別
途協議により決定する。 
また、設備に係る設計、材料、工事、維持管理に当たっては、電気事業法、建築基準
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令を遵守するものとする。 
※週休 2 日促進工事については、施設の使用状況を踏まえ別途協議とする。 

② 着工前の届出は、前述の（２）事業計画書の提出に替えるものとする。調査等におい
て仕様書等の相違点を発見した場合には、速やかに発注者に報告し協議すること。 

③ 作業時の安全管理に十分配慮すること。また、適切に養生等を行い、施設及び什器な
どに影響がないよう考慮すること。 

④ 作業足場を使用する場合は、事前に発注者の承認を得ること。また、法令等に基づき、
適切な管理を行うこと。 

⑤ 工事作業員の車や資材搬入、廃棄物の搬出等の運搬車の経路及び駐車位置についての
場所、時間等を書面にて発注者に報告し承諾を得ること。 

⑥ 既設照明機器を取り外した後、リース物品を設置し、即日点灯するものとする。 
⑦ 作業日については、当該施設の担当職員及び学校教職員と協議のうえ行うものとする。 
⑧ 施工上必要な場合には、受注者の負担において、器具、劣化したソケット（接触不良、

割れ、ばね不良等）、電線の交換等を実施し、安全に通常使用できる状態とすること。
また、必要となる部品や消耗品は、すべて受注者の負担とする。 

⑨ 更新によって発生する仕上げ等の軽微な補修についても受注者の負担とする。 
⑩ 各室内において、更新前後の照度測定を行い、適切な照明環境であることを確認する

こと。 
⑪ 分電盤の回路ごとに、更新前後の絶縁測定を行い、絶縁劣化がないことを確認するこ

と。 
⑫ 既存照明機器に AC 直結 G13 口金直結高効率照明ランプを使用する場合は、一般社

団法人日本照明工業会制定「JLMA 301」（AC 直結 G13 口金直管 高効率照明光源−
安全規格）及び「JLMA 304」（AC 直結 G13 口金直管 高効率照明光源に対する追加
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要求事項」の規格を満たすこと。 
⑬ 教育施設については、文部科学省体育局長議定「学校環境衛生の基準」を満たしたも

のとする。 
⑭ 更新によって不要となった既存照明機器等は、他の町施設の故障した代替部品として

使用するため、一部ストックする。数量及び保存場所等については別途協議する。 
⑮ 更新によって不要となった既存照明機器等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

その他関係法令を遵守の上、適切に処分すること。 
⑯ 撤去物は、産業廃棄物として提案者が適切に処理し、マニフェスト伝票の写しを提出

すること。 
⑰ 撤去した安定器にポリ塩化ビニフェニル（PCB）が使用されていた場合は、速やかに

町監督員に報告するとともに、指定された場所に安全に保管すること。 
 

（５）賃貸借業務 
① 賃貸借業務の内容 

      本事業の内容は、下記のとおりとする。 
      ・高効率照明灯具及び設置に必要な付属部品一式 
      ・高効率照明灯具更新に係る作業費 
      ・既存部品等の保存及び処分費用 
      ・ファイナンスリースによる賃貸借金利 
      ・当該リース物件に係る保険等の費用 
      ・維持管理費用（緊急修繕、不点灯時の対応等） 
 

② 賃貸借期間（予定） 
リースによる賃貸借の開始予定を令和 9 年４月 1 日からとし 10 年間とする。な

お、前述している調査及び設置からリース開始までは、下図のスケジュールで行う。 
 

スケジュール（予定）※詳細な日程は別途協議 
 
 
 

 
 

③ 維持管理業務 
照明機器等の設置後からリース期間終了までの間、機器等が正常な状態で使用で

きるよう維持管理すること。 
・リース契約期間中の照明機器等の不点灯、故障・異常等の不具合発生時について
は、受注者の責任及び費用負担において、交換、補修等を行うこと。 
・設置した物件には、適切な動産総合保険を付保するものとする。発生した不具合

契約締結 

（5 月 

下旬） 

灯具調査 

LED 工事 

（5 月下旬～） 

リース 

開始前検査 

（３月下旬） 

リース開始 

令和 9 年 4 月 1 日 
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が、故意または過失による損害等によるもの以外は、受注者の責任において、交換、
補修等を行うものとする。 
・物件の交換等が必要な場合において、導入した物件と同一製品が生産中止等によ
り納入困難な場合は、同等以上の性能・規格を有する代替品を用意すること。 
・対象公共施設の状況を十分に把握するために、資料等の収集、施設関係者への聞
き取り、現地測定、既設設備の確認等の必要な調査を実施する。 

 
６ リース期間終了後の取扱い 

２ リース方式の記載のとおり、期間終了後に所有権移転を行う。また、リース期間最
終年度末に受注者は、当該リース物件の点検を行い、不良及び異常等があれば交換等を行
う。 

 
７ 支払条件 

本事業にかかるすべての費用を賃貸借料に含むものとし、リース開始から終了まで毎月支
払いで年間 12 回とする。 

 
８ その他 
   本仕様書に定めた以外に、疑義が生じたときは、双方にて協議し決定する。 
 
 
 



別表２
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